
 

 

令和７年１１月２７日開催 ｢定例公安委員会｣ 

 

 

１１１   事事事務務務概概概況況況報報報告告告   

大野警察署長から同署の事務概況等について報告が

あった。 

   

２２２   包包包括括括的的的案案案件件件   

〈報告事項〉 

（１）自転車による当たり屋事件の検挙 

県警察から、自転車による当たり屋事件の検挙について報告があった。 

   

 各委員から、「難しい事件を検挙でき、同じような事件を企てるものに対するけん制に

なったと感じる。」、「事件検挙をしたことで、多くの県民に注意喚起ができたと思う。」、

「立件が困難な中、摘発できたことは素晴らしいと感じる。このような潜在的な事件の検

挙が抑止効果につながると思うので、積極的に広報をお願いしたい。」旨の発言があった。 

   
３３３   個個個別別別決決決裁裁裁等等等   
（１）行政手続法に基づく風営適正化法に係る審査基準及び処分基準の改定 

行政手続法に基づく風営適正化法に係る審査基準及び処分基準の改定について説明を受

け、これを決裁した。 

（２）令和８年運営指針の検討 

令和８年運営指針の検討について説明を受けた。 

（３）公安委員会規程の改定 

   公安委員会規程の改定について説明を受け、これを決裁した。 


